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令和４年８月１日 

 

各都道府県総務部長 

（人事担当課、市町村担当課、区政担当課扱い）                    

各指定都市総務局長 

（人事担当課扱い） 

 

 総務省自治行政局公務員部公務員課長  

 

新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に 

対する配慮について（要請） 

 

 日頃より、新型コロナウイルス感染症対策に格別の御理解・御配意を賜りまして、厚く御

礼申し上げます。新型コロナウイルス感染症については、新規感染者数が全国的にこれまで

で最も高い感染レベルを更新し続けており、全ての都道府県で前回の感染拡大を大きく超え、

急速な感染拡大が継続しています。現在主流となり、置き換わったと推定されるオミクロン

株の BA.5 系統は、感染者数がより増加しやすいことが示唆され、免疫逃避が懸念されるた

め、感染者数の増加要因となりえます。多くの地域で新規感染者数の増加が続くこと、ある

いは少なくとも横ばいが見込まれ、また全国的には今後過去最多を更新していくことも予測

されるため、医療提供体制への影響も含め最大限の警戒感をもって注視していく必要があり

ます。 

こうした中で、本年７月 29 日に新型コロナウイルス感染症対策本部において「病床、診

療・検査医療機関のひっ迫回避に向けた対応」を決定し、医療のひっ迫を回避するための対

策を確実に実施していくこととなりました。 

貴団体におかれましては、これまで新型コロナウイルス感染症に係る当省からの度重なる

お願いについて、その趣旨を御理解いただき、御対応いただいてきたところですが、直近の

感染状況等に鑑み、医療機関や保健所が重症化リスクのある方への対応を確実に行うことが

できるよう、以下の点について、ご留意いただきますようお願いいたします。 

各都道府県におかれましては、貴都道府県内の市区町村等に対しても速やかにこの旨

を周知いただくとともに、引き続き適切な対応をお願いいたします。 

また、地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会システムを通じて、各市

区町村に対して本通知についての情報提供を行っていること、並びに本通知は地方公務

員法第 59 条及び地方自治法第 245 条の４に基づく技術的助言であることを申し添えま

す。 

 

 

 

殿 



記 

 

一 職員が新型コロナウイルス感染症に感染し、自宅等で療養を開始する際、当該職

員から、医療機関や保健所が発行する検査の結果を証明する書類を求めないこと。 

  やむを得ず証明を求める必要がある場合であっても、真に必要のない限り、医療

機関や保健所が発行する書類ではなく、職員が自ら撮影した検査の結果を示す画像

等や、自ら My HER-SYSで取得した療養証明書（ログイン後、ただちに取得可能。

別添参照）等により、確認を行うこと。 

 

二 職員が新型コロナウイルス感染症に感染し、療養期間（※）が経過した後に、改

めて検査を受ける必要はないこととされていることを踏まえ、当該職員が職場に復

帰する場合には、検査陰性の証明書等の提出を求めないこと。 

  

※ 有症状の場合は 10日間、無症状の場合は７日間。 

 

三 職員が保健所から新型コロナウイルス感染症の患者の濃厚接触者と認定され、待

機期間が経過した後に職場に復帰する場合には、検査陰性の証明書等の提出を求め

ないこと。 

ただし、当該職員が抗原定性検査キットによる検査により待機期間を短縮する場

合に、その検査結果を画像等で確認することは差し支えない。 

 

四 職員以外の者（来訪者などを想定）に対して、新型コロナウイルス感染症の感染

の有無を確認する必要がある場合には、可能な限り、自ら My HER-SYSで取得した

療養証明書（感染していることを確認する場合に限る）や抗原定性検査キットによ

り自ら検査した結果等で確認を求めることとし、真に必要のない限り、医療機関や

保健所から発行された療養証明書（紙）の提出を求めないこと。 

 

※ 今般の急速な感染拡大の中、当面の間、保健所等における療養証明書の申請の

受付を一時中止し、地域の感染状況に応じて業務を再開することとして差し支え

ない取扱としている。 

 

 

 

 【連絡先】  
総務省自治行政局公務員部公務員課 
電 話：０３－５２５３－５５４２（直通） 
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有症状者が陽性となった場合の流れ（軽症者・自宅療養）
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１．医療機関を受診せず健康フォローアップセンターを活用する場合

２．医療機関を受診する場合

My HER-
SYSに登録
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発生届

提出

千葉県、東京都（検討中）、神奈川県、大阪府（検討中）、沖縄県 ※順次実施されるため、自治体の最新の情報をご確認下さい。

取得方法は次頁参照
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My HER-SYSで療養証明書を表示する場合の方法
～検査を実施し自治体の健康フォローアップセンター等で感染者として登録された方が表示されます～

① ② ③

①メールアドレスとパスワードを
入力し、My HER-SYSにログイン。
新規登録がお済みではない方は
新規登録からご利用ください。

②対象者が療養証明書を表示したい方の
名前になっているかを確認し、
「療養証明書を表示する」をクリック。
※日本語以外の言語には対応しておりません。

③療養証明書が表示されます。
内容を確認し、不明点等ある場合は

担当保健所までお問い合わせください。
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事 務 連 絡  

令和４年８月２日  

 

 

各区市町村危機管理主管担当課長 殿 

 

 

東京都総務局総合防災部   

 危機管理調整担当課長  

 

 

新型コロナウイルス感染症対策「自分、そして大切な人を守る特別期間」について 

 

 

各区市町村におかれましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に特段の御理解

と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

都では、令和４年７月 15 日に開催いたしました東京都新型コロナウイルス感染症対

策本部会議において、「今夏の感染拡大への対策に関する方針と取組」を取りまとめ、

感染防止対策の徹底に取り組んでいくこととしております。 

都内の感染状況は、依然として増加傾向が続いており、これから夏休みやお盆の時期

を迎え、人の動きが活発化することにより、更なる感染拡大も懸念されます。 

こうした状況を踏まえ、都は８月 21 日までを「自分、そして大切な人を守る特別期

間」とし、都民・事業者の皆様により一層の感染防止対策の徹底や自宅療養への備えと

しての「日常備蓄」の実践を呼びかけていくことといたしました（詳細は別紙のとおり）。 

 なお、本件については、場面ごとの留意点等をお示しすることで、より一層の感染防

止対策の徹底を呼びかけるものであり、新たに要請等を行うものではございません。 

各区市町村におかれましては、現在、広報車、メール配信サービス、防災無線等を活

用し、基本的感染防止対策の更なる徹底を呼びかけていただいているところですが（令

和４年７月 15 日付４総防管第 1116 号）、今回の「特別期間」の趣旨も踏まえて、引き

続き、都民の皆様への呼びかけに御協力をいただきますようお願いいたします。 

 

 

【担当】 

 東京都総合防災部防災管理課 

 国民保護担当   濵田、村木 

 危機管理調整担当 藤井、出口 

 電話(直通) 03-5320-7891(国民保護) 

03-5388-2604(危機管理) 



（別紙）「自分、そして大切な人を守る特別期間」について 

 

１ 目的 

夏休みやお盆の時期を迎え、人の動きが活発化することを踏まえ、改めて場面ごとの基本的な感染防止

対策の一層の徹底や、自宅療養への備えとして「日常備蓄」の実践を呼びかける。 

 

２ 期間 

令和４年８月 21 日（日）まで 

 

３ 呼びかけ内容 

 

（１）自分や大切な人を守るためにできること 

・感染リスクが高まる場面 

・人が集まる場所では 

（イベントやお祭りなど） 

 主催者等による感染防止対策にご協力ください。 

・マスクを外す場所では 

（プールや海水浴など） 

 人との距離を確保し、飲食時の会話は控えてください。 

・飲食する場所では 

（会食やバーベキューなど） 

 大声は控え、飲食時以外はマスクを着用してください。 

 長時間の会食はできるだけ控えてください。 

 

・高齢者や基礎疾患を持つ方等と会う場合 

・面会にあたっては  事前に検査を受け、感染防止対策を徹底してください。 

 会話をする際には正しくマスクを着用してください。 

 出来るだけオンライン面会を活用してください。 

・実家への帰省時には  行く前と、帰ってからも検査を受けてください。 

 帰省先でも感染防止対策を忘れずに実施してください。 

 

・ご家庭 

・家の中では  エアコン使用中でも、こまめな換気を実施してください。 

・外出時には  外出前の検温と、帰宅時の手洗い・手指消毒をお願いいた

します。 

 お子さんがいる場合には、塾や習い事、部活動の行き帰り

における感染対策を特に徹底してください。 

 

・通勤や勤務先 

・出勤前には 

 

 体調に少しでも異変があれば、出勤を控えてください。 

 テレワークや時差出勤を活用してください。 

・通勤電車では  正しくマスクを着用し、会話は控えてください。 



・オフィスでは  人との接触を減らすために、テレビ会議を活用してくださ

い。 

 更衣室、食堂などでは特に注意してください。 

 

（２）自宅療養への備え 

 普段使用している食料品や日用品・市販薬を少し多めに備える「日常備蓄」を実践しましょう。 

（１～２週間分を目安に備えておきましょう。） 

 

【備えておきたい食料品の事例】 

 水分補給ができるもの 

（スポーツ飲料、経口補水液、ゼリー飲料、ペットボトルや缶入りの飲料など） 

 体調がすぐれない時でも食べやすいもの 

（レトルトのおかゆ、パックごはん、そうめんなど） 

 調理が不要で簡単に食べられるもの 

（レトルト食品、缶詰、即席スープ、インスタント味噌汁、冷凍食品など） 

 

【備えておきたい日用品の事例】 

 市販の総合感冒薬等の解熱鎮痛薬など 

 トイレットペーパー 

 体温計（電池残量も確認しましょう） 

 生理用品 

 アルコール消毒液 

 洗剤 

 マスク 

 手洗い石鹸 

 ごみ袋 

 衛生用品等の必要なもの 

 ティッシュペーパー 



   

 
 

事 務 連 絡 

令和４年８月２日 

 

各都道府県新型コロナウイルス感染症対策部局 各位 

 

内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室 

 

 

お盆期間中に帰省される方への検査受検の呼びかけ等について（訂正） 

 

 

現下の感染拡大への対応については、先般７月 15 日に、新型コロナウイルス感染

症対策本部において「BA.5 系統への置き換わりを見据えた感染拡大への対応」を決定

いたしました。 

本決定においては、新たな行動制限を行うのではなく、保健医療体制の確保に万全

を期すとともに、重症化リスクのある高齢者を守ることに重点を置いて、効果が高い

と見込まれる感染対策に、国・地方が連携して機動的・重点的に取り組んでいくこと

としています。具体的な対応として、高齢者と接する場合（特にお盆・夏休みの帰省

での接触）の事前検査をさらに推奨することとしています。 

本決定を受け、お盆期間中、特に帰省する場合には、地元で高齢の親族など多くの

人との接触があることから、今般、お盆中に帰省する者に対し、次の呼びかけ・周知

を行うこととしました。 

 

・ 帰省前及び帰省先から戻った際に検査を受けていただくこと 

特に３回目未接種の方は、３回目接種を受けていただくとともに、積極的に検査

を受けていただくこと 

・ 上記の呼びかけに応じて行われる検査は、新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金の検査促進枠における「ワクチン検査パッケージ・対象者全員検

査等定着促進事業」（本年８月末まで）により、無料で行うことが可能であり、

全国１万３千箇所以上の検査拠点において検査を受けられること 

・ お盆期間中（８月 5 日から８月 18 日まで）、主要な駅や空港等で臨時の無料検

査拠点を拡充すること 

 

都道府県におかれては、上記の内容を十分ご了知の上、関係部局間で十分連携して、

帰省前等の検査受検の呼びかけにご協力いただくようお願いします。  

また、これらに伴い見込まれる無料検査の需要にも対応した実施体制の確保に努め

ていただくとともに、無料検査拠点の整備状況等について積極的に周知いただくよう

お願いします。 

なお、貴管内市町村へも上記の内容について周知いただくようお願いします。 
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